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 第６日 

 令和６年９月９日（月） 

午前11時10分再開 

○議長（小島清人君）  休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続行いたします。 

 次に、２番石井清治議員の質問を許可します。２番石井清治議員。 

     （２番石井清治君登壇） 

○２番（石井清治君）  皆さん、こんにちは。２番議員の石井清治です。 

 お忙しい中に傍聴にお見えの皆様、また、インターネットで御覧になられている皆様、

いつもありがとうございます。お礼を申し上げますとともに、私の議員活動の励みとなり

感謝いたします。 

 開会初日に林市長が紹介をされましたパリ2024パラリンピック競技大会に車いす子ラグ

ビーの日本代表として出場されました草場龍治選手が、朝倉市初となる金メダルを獲得さ

れましたこと、心よりお祝い申し上げます。 

 さて、今年も昨年同様、連日猛暑日が続き、災害級の危険な暑さが続いています。太宰

府市では50日間の猛暑日になったと報道がされています。熱中症対策に気を緩むことなく

過ごしていかなければならないと思っております。特にご高齢の方やお子様には、周りの

人が気配りをしていかなければならないと思っているところです。 

 梅雨末期の大雨に誰しもが心配をしているところです。７月25日からの梅雨末期の大雨

で、秋田県、山形県を中心とした東北地方では、災害救助法の適用を受ける災害に見舞わ

れました。また、８月末の台風10号も九州から関東地方までの広い範囲にかけたくさんの

被害をもたらしました。心よりお見舞い申し上げますと同時に、一日も早いライフライン

等の復旧により、元の生活に戻られますことを心より願っております。 

 今年の九州北部地方の梅雨入りは６月17日でした。平年より13日、昨年より19日遅い梅

雨入りでしたが、それから１か月間、防災交通課をはじめ都市建設部、農林商工部等は、

日々の気象情報を確認しながら気の緩めない日々が続いていたものと思っております。 

 そんな中の梅雨末期を迎えた７月１日と15日は早朝から大雨となり、線状降水帯や大雨

警報、洪水警報等が発令されました。事前の災害警戒本部会議に基づき、避難所開設や巡

回等を行っていただき、関係職員には、市民の安全を守るための対応、本当にお疲れさま

でした。 

 私の地元、サンライズ杷木裏の水路並びに原鶴雨水調整池でも大雨が降っている中、建

設課の職員が駆けつけていただき、排水ポンプの手配を行っていただきました。例年でし

たら、河川水路が増水し、住宅への浸水が心配されるところでしたが、排水操作を早めに

していただいたことにより、みるみる水位が下がり、地元住民の方々がとても安心をされ

ていました。特に、業者への手配と職員が現場到着するのが早いことに頭の下がる思いで

した。地元住民に代わりまして、感謝申し上げる次第です。ありがとうございました。 
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 まだまだ台風時期でもあります。８月末の台風10号は、数十年に一度という規模の台風

でした。幸いにして、本市に大きな影響、被害がなかったことが何よりでした。 

 また、政府が８月８日に発表した南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意の国民への呼

びかけは、１週間後の８月15日に終了いたしましたが、この件の情報収集についても、担

当課におかれましては大変でしょうが、引き続きよろしくお願いしておきます。 

 それでは、通告書に従い、これより先は質問席にて質問をいたしますので、執行部にお

かれましては、よろしくお願いいたします。 

     （２番石井清治君降壇） 

○議長（小島清人君）  ２番石井清治議員。 

○２番（石井清治君）  通告書に従いまして、２点の項目について質問をいたします。 

 まず最初です。原鶴温泉の振興策について、（１）としまして、原鶴温泉の観光入り込

み客の増大に向けての取組についてお尋ねをいたします。 

 前段としまして、私がいつも原鶴温泉に特化した質問をすることはおこがましいかとは

思いますが、あえて質問をすることをお許し願います。 

 私は、合併前の旧杷木町のときから観光行政に携わっておりました。この30年間で、原

鶴温泉地内に二十五、六軒ありました旅館ホテルが、現在では十数軒となっていますこと

にとても危惧している一人でございます。 

 旅行形態、団体旅行から個人旅行への変化やモータリゼーションの変化、あるいはこれ

は大手旅行会社の受け売りではございますが、以前は見る、食べる、遊ぶを基調としたる

るぶでございましたが、近年では、新しい基軸として、知る、つくる、学ぶを軸としたる

るぶに変化しているとのことでございます。 

 全国の旅館ホテル業も時代の変化により淘汰され、生き残りをかけ、各事業所が自助努

力をしながら現在に至っているものと思います。一般的に言えば、旅館ホテル業も一つの

事業所でありますので、それぞれの事業所が収益性、生産性を考えながら経営をしていか

なければならないと言ってしまえばそれまでではありますが、昔は原鶴温泉も、週末とも

なれば大型バスがたくさん入り、温泉街を多くの観光客が往来をし、博多の奥座敷として

その名を知られていました。また、関西・中国方面からの修学旅行で訪れる学校も多く、

大勢の生徒たちでもにぎわっていました。 

 その頃を知っている方々が言うには、昔はよく原鶴温泉に行ったもので、にぎわってい

たもんなとよく話を聞くことがあります。時代も昭和から平成、そして令和となり、生活

スタイルや経済活動が大きく変化していく中、昔のようなにぎわいを取り戻すことができ

ないものかと考えるわけですが、なかなか答えが見つからないのが現状でございます。 

 観光地といえば、東京、大阪、京都、北海道、沖縄など全国でも数多くありますが、最

近では円安の影響もあり、海外からの観光客、インバウンドが増加し、オーバーツーリズ

ムで宿泊料金が高額となり、場所によっては外国人でごった返している観光温泉地もある
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と伺っております。 

 観光庁の調査では、2023年の外国人延べ宿泊者数は約１億1,400万人泊で、コロナ前の

約99％まで回復をしたそうでございます。３大都市圏トップ５では、東京都4,273万人泊、

続いて大阪、京都、千葉、神奈川となっているそうでございます。地方部トップ５は、北

海道の678万人泊、そして２位が福岡県です。474万人泊、そして沖縄、長野、山梨となっ

ており、福岡県が地方部の第２位になっていることは驚きで、恐らくアジアの玄関口であ

ることを再確認した次第でございます。 

 私が思う原鶴温泉は、そのようなインバウンド客が大勢訪れる観光地になることではな

く、福岡市からの地の利を生かした身の丈に合った観光温泉地になることができないもの

かと思っております。ただし、インバウンド客を受け入れないという意味ではなく、北部

九州観光のゴールデンルートになることを強く願っております。 

 このゴールデンルートというのは、博多、天神、福岡空港から大分県の別府、由布院、

熊本県の黒川、阿蘇への観光ルートの中継地として、あるいは、休憩地や連泊の間の宿泊

地として位置づけを願っています。さらには、福岡県民に愛される福岡県民の温泉地原鶴

になることも願っているところでございます。 

 第３次総合計画、これは令和５年から令和８年までの４年間の市のマスタープランでご

ざいますが、この基本目標４に活力ある産業と魅力的な観光資源があるまちづくり、その

施策で観光の振興がうたっております。 

 この観光振興の施策の達成度を測る指標として、観光入り込み客の数値が用いられてい

ます。現状値、これは令和３年の入り込み客ですが、175万人、目標値、令和８年の目標

値が317万人を目指す指標となっています。これは、142万人の増、1.81倍を目指すと。さ

らに、基本事業の指標として主要観光施設、温泉の年間利用者数を現状値の125万8,000人

から176万5,000人に増やす目標値が掲げられています。この目標値は50万7,000人を増や

し、1.4倍を目指すという目標値でございます。 

 ちなみに、朝倉市の入湯税、決算が確定していますのが令和４年度でございますので、

令和４年度の決算額から入湯税を見ますと、2,279万7,000円でしたので、日帰りと宿泊の

徴収額の違いがありますが、約25万人の方が温泉地を利用したのではないかと推察できま

す。 

 このような状況の中、観光入り込み客の増加に向けての具体的な取組についてお尋ねを

いたします。よろしくお願いします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  お答えいたします。 

 令和６年度は、昨年度から引き続き行っております秋月藩成立400年記念の各事業をは

じめ、宿泊、農産物直売所、タクシー事業所で使用できる30％お得なクーポン券の販売、

いわゆるあさくら泊ノススメや、自転車による朝倉市への誘客を促すスタンプラリーなど
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のイベント等を実施しているところでございます。 

 あわせて、朝倉市の認知度を上げるために、市外の各イベントでの物販のほか、テレビ、

雑誌、ＳＮＳなどの媒体を通じた朝倉市のＰＲにも力を入れているところでございます。

以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  市全体の観光入り込み客の増大に向けては、特に秋月藩成立400

年の記念事業、あるいは様々な取組をされていることについては理解をいたしました。こ

の秋月藩成立の各事業についても、商工観光課だけではなく、文化・生涯学習課と連携を

しながら取り組まれているのがまさに功を奏しているものと思っております。 

 それでは、原鶴温泉への入り込み客の増に向けた取組について、重複する面があるかも

しれませんけど、再度お尋ねをいたします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  先ほど申し上げました宿泊等に使用できるクーポンのあ

さくら泊ノススメのほか、出張鵜飼いショーに対する補助金の支援、河川敷、公園の景観

維持、認知度向上のためのＰＲ、原鶴温泉旅館協同組合の活動に対する支援などの事業に

よりまして、原鶴温泉への来訪を促す取組を行っているところでございます。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  原鶴温泉、観光に特化した事業に取り組んでいただいております

ことに感謝をいたします。 

 観光入り込み客の増大に向け、様々な取組を観光関係団体と協議をしていきながら実践

をされているというわけですが、市のほうが把握しております観光入り込み客数の動向は

どのように推移をしているのか、御教示を願います。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  入り込み客数の動向ということでございます。 

 朝倉市全体の観光客の入り込み客数につきましては、令和元年が300万6,000人、令和

２年が187万4,000人、令和３年が174万4,000人、令和４年が208万5,000人、令和５年が

216万3,000人で推移しております。 

 新型コロナウイルス感染症が５類に移行したこと、秋月藩成立400年記念事業をはじめ

とする事業を実施したことによりまして、徐々に回復傾向にあると言えます。令和５年は、

令和元年度で71％まで回復し、前年比では103％の増となっております。 

 また、原鶴温泉の観光入り込み客数につきましては、令和元年が23万3,000人、令和

２年が13万8,000人、令和３年が12万9,000人、令和４年が21万2,000人で推移しておりま

す。令和５年度につきましては、７月の豪雨災害による被害を受けたことにより、本来で

あれば大幅な減少となるのではと考えられ、心配したところではありましたが、原鶴温泉

旅館協同組合、各旅館等の御努力のほか、先ほど説明いたしました宿泊等に使用できる
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クーポン券の販売等の事業実施によりまして、19万3,000人となり、令和元年比は82％ま

で回復し、前年比では91％と、何とか減少幅を抑えることができたものと考えておるとこ

ろでございます。以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  部長のほうから、入り込み客の推移について、詳細にわたり説明

をもらったとこでございますが、まさに今が頑張りどころではというところの思いがあり

ます。 

 先ほどより、昨年から実施をしていただいておりますあさくら泊ノススメ、間もなく今

月の14日から来年の１月31日までの間、第２弾として実施されるわけでございますが、こ

れは当然、原鶴温泉だけ、宿泊施設だけに特化するものではなく、市内の17の日帰り・宿

泊施設、それからクーポン券としましても、タクシー５社、お買物施設におきましても、

道の駅をはじめとする３施設で利用ができると、大変、宿泊業者、あるいはそういったふ

うな旅館等に関係するタクシー業者も含め、直売所も含め、いろんな面で功を奏している。

そして、直接、宿泊業者へのカンフル剤として大変喜ばれているという声が私のほうにも

当然入っておりますし、事務方のほうについても、その旨が伝わってきているのではない

かと思っております。 

 この取組、この事業展開につきましては、県の観光振興交付金を原資として恐らく活用

していると思いますが、このもとになる宿泊税、令和２年度からスタートしました宿泊税

の徴収が継続されている限り、恐らくまだまだ観光地、もしくは宿泊地、施設への支援の

手法はあるかと思いますが、宿泊税の徴収が継続していく限り、可能な限り様々な宿泊等

に係る事業を展開、継続していただきますようお願いしたいのですが、このことについて

執行部のほうから見解がありましたら、答弁をお願いいたします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  福岡県宿泊税交付金につきましては、観光資源の魅力向

上、旅行者の受入れ環境の充実、その他の観光の振興を図ることを目的に創設されており

まして、朝倉市でも、令和２年度からこの交付金を活用した事業を実施しておるところで

ございます。 

 議員おっしゃっていただきましたとおり、宿泊料金の割引クーポン、あさくら泊ノスス

メにつきましては、原鶴温泉の魅力の向上や宿泊者数の増加に関しましては大変有効であ

りまして、関係者からも歓迎されているということでおっしゃっていただきましたように、

私どももそういうふうに理解しているところでございます。 

 今後についてでございますが、朝倉市の観光の振興に向かってよりよい方向に進んでい

くために、関係者の皆様方と十分協議を行いながら、しっかりと検討していきたいと思っ

ております。以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 



 6  

○２番（石井清治君）  ありがとうございます。先ほど部長の説明にもありました、私も

言いましたが、宿泊、泊ノススメについては、17の日帰り・宿泊施設ということでござい

ます。もとより、そのうちの10は原鶴温泉の旅館等になりましょうが、朝倉市の中で営業

をされています宿泊・日帰り施設もございますので、私がいつも原鶴温泉云々と言いまし

ょうけど、朝倉市に所在する宿泊・日帰り施設のことの部分全体として、この観光振興交

付金を活用した継続的な施策をお願いしたいという思いで発言をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

 次に、（２）でございます。観光庁の高付加価値化事業を踏まえた次の展開についてお

尋ねをいたします。 

 市の直接的な事業ではありませんが、観光庁の補助事業で、高付加価値化事業に市内旅

館・ホテル等が観光拠点再生計画に基づき、施設の外構やお部屋等のリニューアル事業に

令和４年度から取り組んでいます。ほとんどの旅館・ホテルがこの事業を活用しながら、

温泉地の再生に向けて頑張っていることと伺っております。 

 昨年３月の市議会定例会で、この事業について一般質問がなされています。事業費自体

が高額となるため、それに係る自己負担額の軽減を図るため利子補給ができないかとの質

問がありましたが、執行部の回答としては、保証料補給制度があるので、それを活用して

いく方向で検討をしてもらいたいということでした。 

 このことについては、当時、市の見解を賜っていますので、現時点でそれを覆すような

質問はいたしませんが、高額な設備投資をしながら、各旅館とも温泉地の再生を強く願っ

ていることを御理解していただけたと思っているところです。このことについて、担当課

としてはどのように認識をされているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  この観光庁の補助事業であります地域一体となった観光

地・観光産業の再生・高付加価値化事業、通称高付加価値化事業につきましては、宿泊施

設等の改修、廃屋の撤去などの支援を行い、観光需要の拡大、収益・生産性の実現を図り、

地域産業の稼ぐ力の回復、強化を図る事業でございます。 

 この事業は、原鶴温泉のほか、甘木地区、秋月地区、うきは市と広域的に誘客拡大、エ

リア内消費拡大を図っていく取組でございます。 

 原鶴温泉の皆さん方につきましては、各旅館とも温泉地の再生に向けて、多大な努力を

払われていることにつきましては、十分認識をしているところでございます。以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  観光庁の高付加価値化事業の目的は、先ほどから部長が説明され

ましたように、各事業所の施設整備を促しながら、その地域の裨益性を上げていくとなっ

ています。この裨益性とは、事業を実施することによって、その地域の収益性、生産性が

上がり、地域のために役立っていくことと解釈されます。 
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 冒頭にお話をしましたように、この30年間で温泉地の旅館等の数が激減している状況は

御案内のとおりでございます。そんな中、国の補助事業を活用しながら、各旅館が温泉地

の再生を念頭に置き取り組んでいることを踏まえ、次はどのようにして集客を図っていく

かが喫緊の課題になってくるものと考えられます。 

 重複する質問になるかと思いますが、高付加価値化事業後の集客への取組についてお尋

ねをします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  原鶴温泉につきましては、朝倉市にとって観光の拠点の

一つであり、大変重要な観光資源であると考えております。原鶴温泉の振興のため、高付

加価値化事業の成果を生かすことができますよう、旅館関係者の皆様方と話をしていきた

いと思います。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  ありがとうございます。原鶴温泉は、皆さん御存じのとおり、筑

後川と分水路により４つの橋で結ばれた弓状の島となっています。面積は約23ヘクタール

で、民間の住宅と旅館等が混在するエリアです。旅館等は、筑後川沿いを中心として広が

っており、筑後川の景観と夏は鵜飼い、秋のフルーツ狩り、そして良質な泉質を生かした

ダブル美肌の湯、これを売りにしていることは言うまでもありません。 

 現在は、川沿いにあった旅館等が廃業して空き地となっている箇所も幾つか見受けるよ

うになっています。以前は飲食街もあり、夜な夜な大勢の観光客と地元民でにぎわってい

た通りも、現在では数える店舗数となっています。 

 各旅館が客室やお風呂等をリニューアルされ、観光客を受け入れる体制は整いました。

もちろん、各旅館がそれぞれに宣伝を行い、あるいは温泉地全体としてのＰＲ、イベント

等の開催など、いろいろなことを展開していかなければならないと思っております。そし

て、何よりも大事なことは、各旅館、従業員のホスピタリティーの醸成に尽きるものと思

っております。 

 以上の内容は、各旅館や原鶴温泉旅館協同組合が、あるいは観光協会が従来にも増して

取り組むことが肝要であることは言うまでもありません。そのことについては、旅館関係

者、組合に委ねるしかできません。そこで、行政としてできることを考えてみますと、今

から私がお話しすることは、夢物語と言われればそれまでですが、一つの思いとして聞い

ていただければと思います。 

 温泉地内にテーマパーク的集客施設ができないものかと思っております。私のイメージ

は、筑後市にある平成25年４月27日に開館した県営筑後広域公園芸術文化交流施設九州芸

文館のような施設でございます。この施設は、世界で活躍されている建築家の隈研吾氏が

設計されたもので、本館が鉄筋コンクリート造り２階建てでございます。 

 福岡県が、芸術文化関連団体やまちづくり団体と連携を図りながら、芸術、文化、体験、



 8  

交流など様々な事業を展開し、講演や地域の魅力を発信することで筑後地域の振興や発展

に寄与、活用されることを目的として整備がなされております。 

 原鶴温泉地内でも、例えば、健康と運動をテーマとした温浴施設、ワンヘルスの考え方

でのドックランができ、あるいは食事、飲食、ショッピング、会議等もできるカンファレ

ンス施設を備えた、欲を言えば鵜飼い体験ができる総合的な施設の整備ができないかと思

っております。あくまでも私の思いでございます。 

 ただし、建設費については、このご時世、膨大な費用になることは想定できますが、健

康、温泉、ワンヘルス等を基調とした考え方による国、県の大規模補助事業を活用するよ

うな取組ができないものかと思っております。 

 このような国、県の補助メニューがあるかどうかはもちろん検討を要しますが、このこ

とは、あくまでも先ほどから申しますように私の思いであり、具体的に話を進めているわ

けではございません。お間違いないようにお願いします。 

 ここで私が言いたかったのは、各旅館等が観光庁の補助事業、高付加価値化事業により

お客様をお迎えするハード面での受入れ体制が整ったことを受け、温泉地内に大規模な集

客施設ができることで、各旅館との相乗効果が図れることができないかと思い発言をいた

しました。そのような考え方に基づき、地元関係者との検討、協議を始めることができな

いものでしょうか。 

 唐突な質問なので、執行部におかれましては戸惑われるのは当然だと思います。ただし、

言いたいのは集客施設をということを私の思いとして発言をいたしましたが、集客施設を

整備することの是非を検討するものではなく、高付加価値化事業の完了を踏まえて、次の

展開をどうしていくかを協議していってもらいたいという思いです。ぜひ協議をしていた

だけることを願っております。このことについて、回答が可能であればお願いいたします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  先ほどと同じ回答になり大変申し訳ないのですが、旅館

関係者の皆様方、そして地元関係者の皆様方との話合いを行っていきたいと思っておりま

す。以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  当然、この場でいきなり筑後市にあります芸文館みたいな集客、

もしくは県のほうの直営もしてそういう施設が可能であればというような、私個人の意見

でございましたけど、幸いにしてかどうかは分かりませんが、今現在、原鶴温泉地内、先

ほど言いますように、旅館等の廃業に伴いましていろいろ空き地等が目立ってきておりま

すと、恐らく民間の事業者がそこには投資的な施設を今後展開するのではあるかと思いま

しょうが、やはりこのまま何もしなかった場合についてが、衰退の一途をたどるという思

いがございまして、大変唐突ではございましたけど、そのような思いをまず執行部、まし

ては担当部局のほうにお話をして、必ずしも施設の整備という話ではございません。せっ
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かく各旅館等がお客様を受け入れる体制ができましたよと、もちろんそこは各旅館等ホテ

ルが自助努力の中で一生懸命営業をやっていかなくてはなりませんが、行政として何らし

かいろんな施策もありましょう。そこあたりの中で、一つの考え方も、石井が議場の中で

もこんな発言をしとったというのは当然思いとしてとどめてもらいたいと思います。 

 この質問をするに当たり、冒頭にお話をしましたように、原鶴温泉に特化した内容であ

りましたので、お許しを願いますという発言をさせていただいたところでございます。 

 重複します。私が唐突に温泉地内に核となる集客施設を整備する案を発言させていただ

いたのは、このまま何もしなかった場合、温泉地自体の存在、在り方がどうなっていくか

を心配してからの発言でございました。お湯よし、景観よし、料理よし、おもてなしよし、

地の利よしと、よしずくめの原鶴温泉でございます。各旅館等の施設改修後の温泉地への

集客施策に向けての検討協議がなされますことをお願いしまして、この項目は終わらせて

いただきます。 

 執行部、何か答弁がございましたら、お願いいたします。 

○議長（小島清人君）  農林商工部長。 

○農林商工部長（上村一成君）  今後とも原鶴温泉の振興のため、有効な施策については

関係者の皆様方と意見交換をしながら進めさせていただきたいと思います。頑張っていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  恐らく答弁に当たっても、苦渋な答弁になるということは想定を

しておりました。 

 重複します。施設の整備というのは思いであって、要は、行政のできるところの中での

原鶴温泉の振興策を協議してもらいたい。原鶴温泉という、独り歩きしますが、朝倉市全

体の観光温泉地の底上げをお願いしたいというのが趣旨でございました。課題があまりに

も大きいかと思いますが、先ほど、部長の頑張りますという答弁に期待をいたしまして、

この項目は終了させていただきます。 

 次に、地域環境整備事業の運用について質問をいたします。 

 この件につきましては、昨年、９月議会で一般質問をさせていただきました。この地域

環境整備事業は今さら私が説明をすることなく、大変使い勝手のよい補助金であることは

言うまでもありません。そのことを踏まえて質問をいたします。 

 （１）でございます。地域環境整備事業の弾力的な運用についてです。 

 この補助金は、市内18地区の配分で総額5,000万円となっており、その金額は、平成22

年度から15年間同額で推移しています。せっかくの地域の要望に対応できる大事な補助金

ですが、毎年執行残が出ており、令和４年度の決算では895万円の執行残となっていまし

た。約800万円ということは、杷木４地区全体の補助割当て相当額になります。 

 地域によっては、希望箇所が多く、数年先にようやく実施可能というような状況と聞き
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及んでいます。本会議中の決算審査特別委員会で、令和５年度の決算額も確認ができると

思いますので、しっかり内容を確認していきたいと考えております。 

 このような状況を鑑み、昨年９月の執行部の答弁では、令和５年度から甘木、朝倉、杷

木地区内での再配分を可能としましたとありました。おかげで、地域内での協議が行われ、

事業実施の拡大につながっているのは、大変喜ばしいことと思っております。この再配分

を市全体に拡大をしていくことについては検証が必要とのことでございましたが、その後

の動向はいかがなものでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（小島清人君）  都市建設部長。 

○都市建設部長（井上政司君）  事業費の未執行額につきましては、要綱の見直しを行い

まして、議員おっしゃいましたように、昨年度より甘木地域、朝倉地域、杷木地域のそれ

ぞれの地域内に限り再配分を可能としたところでございます。昨年は、杷木地域内におき

まして再配分の協議がなされ、事業を実施した事例がございました。 

 再配分の制度は、昨年度から開始したばかりでございますので、まずは、その効果の検

証が引き続き必要であるというふうに考えているところでございます。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  恐らく都市建設部長の答弁、昨年の一般質問の経過も踏まえて、

令和５年度から地域内での再配分が可能になったということも、まだ、今年で２年目にな

りますもんですから、それを全体枠に上げるという考え方については、もう少し状況を見

ながらというのが私も思いましたが、あまりにも執行残、予算に対しての執行残があると

いうことに、やはりせっかくこれは予算として長年、甘木市時代からあったこの事業でご

ざいます。途中金額も増えた時期もございましたけど、ここ15年間は5,000万円というこ

とで年間の予算が組み立てている中、恐らくコミュニティもしくは区会長会等でもいろん

な協議がなされて、地域での要望箇所の施工に当たっていると思います。 

 あと50万円、もしくはあと100万円あればこの歩道が、もしくはこの道路がこの水路が

改修できるとか、そういう思いがある。実際、809万5,000円の金額が執行残として残ると

いうことであれば、やはり今年が２年目でありましょうけど、再配分の考え方については、

市全体に考えを及ぼすのもしかりかと思います。 

 この地域環境整備事業を申請するに当たっては、コミュニティ協議会内の区会長会等で

協議が重ねられ、当該区においては、事業実施に当たっての５％から15％の分担金の資金

面も調整をして申請をしております。 

 重複しますけど、市全体の5,000万円の予算を最大限に活用する考え方がよろしいかと

思っております。ただし、極端に金額が偏って補助金額が偏って、１地区への配分額が大

きくなったら、今度は反対に事業の公平性とか趣旨に反しますので、上限額等を設定して

からの運用を期待しております。 

 また、この事業は、地域が希望する建設事業なので、地域が要望され選択される流れ、
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そして、そのことにより建設課職員の業務の軽減にもつながっていくものと認識をしてお

ります。ぜひ、引き続き、市全体での再配分の可能性を模索していただきますようよろし

くお願いいたします。何かありましたら、答弁をお願いいたします。 

○議長（小島清人君）  都市建設部長。 

○都市建設部長（井上政司君）  地域環境整備事業における配分額でございますが、これ

は地区ごとの偏りを防ぐために均等割、それから人口割、地域の道路事情を考慮して算出

をいたしております。 

 地域環境整備事業は、原則、配分額の上限を決めさせていただきまして、その範囲内で

の事業実施をお願いするものでございます。 

 市としましても、今後も事業費に対する各地区の執行状況を確認しながら、さらに地域

環境整備事業の充実が図られるよう、引き続き検証をしていきたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  部長が言われるのが正当と思いますが、人口割でされてしまった

ら、もう杷木４地区、下手すれば朝倉３地区に係る部分については、毎年、相当額が割当

額が減少する、これは致し方ないことは重々分かっております。全体で5,000万円の枠で

ございます。当然、各地域からの要望等、あるいは事前のヒアリング等もあるかと思いま

す。 

 先ほどから言いますように、検証をしていくというところもございましたし、しっかり

与えられた5,000万円ということで、極力執行残のないよう、あるいは地元の思いを聞い

ていきながら、事業実施、採択に向けての取組をお願いしたいと。これは、もう答弁は恐

らく同じことの繰り返しになると思いますので、また時期を見て、その後の進捗の考え方

について、またただす機会があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、関連として、地域環境整備事業、災害関連事業の継続についてお尋ねをいたしま

す。 

 この事業は、令和４年度から、朝倉市地域環境整備（災害関連）事業臨時補助金交付要

綱を制定し、平成29年７月九州北部豪雨により被害を受けた地域における災害を起因とし

た道路、水路等の改修工事等に要する経費に対して、３年間臨時的な補助金を交付するも

ので、年予算として1,350万円が計上されています。 

 ３年間ということで、今年度、令和６年度をもってこの事業は終了すると聞き及んでお

ります。令和４年度の決算額では、923万8,000円の執行で決算額の確認をしているところ

でございます。 

 災害発生後の５年目から３年間の臨時的な補助ということで認識はしておりますが、場

所によっては、公共災害工事がようやく着工したところもあり、それに付随した関連工事

を今から行わなければならないというところもあるように伺っております。 
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 制度上、交付要綱に従い３年間の事業ということで、これを遵守しなければならないこ

とは十分に理解をしているところでありますが、当該被災地区の意見を聞きながら、期間

の延長を視野に入れ検討をしていただくことができないでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（小島清人君）  都市建設部長。 

○都市建設部長（井上政司君）  地域環境整備災害関連の事業でございますが、これは従

来の地域環境整備事業とは別に、平成29年７月の豪雨災害によって被災しました８地区を

対象としまして、また、３か年の期間限定として特例的に創設した補助事業であるという

ことでございます。 

 当初の計画どおり、令和６年度での終了を予定させていただいているところでございま

す。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  先ほど都市建設部長の説明で、令和４年度から杷木地区という表

現がございましたが、恐らくこの制度、災害関連枠は甘木地区、朝倉地区、杷木地区も、

当然、平成29年７月の豪雨災害を受けた被災を、特に大きかった場所に割り当てがされて

いるということで認識していますが、間違いないでしょうか。 

○議長（小島清人君）  都市建設部長。 

○都市建設部長（井上政司君）  先ほどの答弁でございますが、８地区ということで、

８か所というふうなことでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  すみませんでした。私が、８地区を杷木地区と聞き間違えて、そ

ういうやり取りをさせていただきました。理解できました。 

 ですから、８地区に対して、1,350万円相当を予算立てされているということで認識を

いたしました。 

 執行部の考え方は理解できますが、現実は、平成29年７月の豪雨災害に起因する箇所が、

昨年７月10日の大雨災害で再度災害に遭い、施工箇所等が拡大した箇所もあると聞き及ん

でおります。よって、これは一つの考え方として、さきに説明がありました令和４年度に

制定をした災害関連枠の地域環境整備事業の要綱を、令和５年７月の大雨災害を踏まえて

改定をしてみてはいかがでしょうか。 

 制度的には、もちろん平成29年７月の豪雨災害に起因することは条件とし、さらに令和

５年７月の大雨災害の被害も要因に要件に付記する内容で、３か年間の令和７年度から令

和９年度までとする考え方で改定をしてもらえないでしょうか。その他、予算額等につい

ては、実績あるいは要望額を積み上げた額が相当かと思います。 

 詳細については、執行部に委ねますが、まずは、制度的に一旦、災害関連事業は終了い

たします。しかし、令和５年７月の大雨災害を含めた制度として、実質的な継続事業とし

てもらいたいと思っています。制度設計についての言及は執行部に対して大変失礼かと思
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いましたが、あえて質問をさせていただきました。執行部の見解をお願いいたします。 

○議長（小島清人君）  都市建設部長。 

○都市建設部長（井上政司君）  この事業の実施につきましては、先ほどから議員もおっ

しゃっていますように、平成29年７月の九州北部豪雨災害に起因することが採択の条件で

はございますけれども、従来の地域環境整備事業に対して実施できる事業内容は同じでご

ざいます。そのため、この特例措置は終了いたしますが、今後も従来の地域環境整備事業

の中での実施が可能であるというふうに考えており、先ほどの答弁とも重複いたしますけ

れども、未執行額について地域内での再配分を検討いただきまして、事業の充実を図って

いただけたらというふうに考えております。 

 市としましても、今後も地域の声を聞きながら、よりよい事業となりますように検証し

ていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○議長（小島清人君）  ２番石井議員。 

○２番（石井清治君）  ありがとうございます。いろんな、私も地元、４つのコミュニテ

ィが杷木地域にはありまして、この災害関連枠の事業のことを私のほうから話すのではな

くて、やはり地元のコミュニティの事務局の方々のほうから、何とかこの災害枠が、額面

的には100万円相当かもしれませんでしょうけれど、残してもらうといいなという声を直

接伺ったものですから、あえて、昨年の７月10日の大雨も視野に入れながら、考えてもら

いたいという思いがありましたので、今回、こういったふうな一般質問をさせていただき

ました。 

 ただし、従来の事業を鑑みながら、これも継続していくということでございますので、

そこはどうぞ地域のコミュニティ、区会長会等に寄り添って、建設課の職員は大変かもし

れませんでしょうけど、対応方よろしくお願いいたします。ぜひ、災害復旧が長丁場にな

ってきた被災地域のことを鑑み、最良の判断をよろしくお願いいたします。 

 今回の私の一般質問は、原鶴温泉を含む朝倉市への観光入り込み客の増大への取組と地

域環境整備事業の災害関連枠の継続等について質問をさせていただきました。 

 まだまだ本格的な台風の襲来時期でもございます。昨年はこの時期の台風はほとんど影

響はありませんでしたが、異常気象等に伴う災害はどこで発生するか分かりません。あっ

てはならないのですが、自然災害は避けられることのできないものであります。一旦災害

が発生すれば、職員は業務計画、継続計画ＢＣＰに基づき業務を遂行しなければなりませ

ん。もちろん議会ＢＣＰもありますので、平素からの心構えを怠らないようにしたいもの

です。 

 年度後半の平穏を願いまして、これで私の一般の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（小島清人君）  ２番石井清治議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。午後１時に再開いたします。 
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午後零時10分休憩 

 


